
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和５年９月２７日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 山田けんたろう

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

長久手市の新たなまちづくりについて

、「人口減少」「高齢化」「大災害」

「社会的孤立」という４つの課題を乗り越えるために、

「まちづくりの土台」として「つながり」「あんしん」「み

どり」を掲げ、まちづくりを行って来たが、今後はどの

ようか。

⑵ 第６次長久手市総合計画の中では、２０５０年の「市

民主体のまちづくり」の実現のため現在を「種を蒔く時

期」としているが、今後の同計画に則ったまちづくりは

どのようか。

⑶ 本市の土地利用の課題として、高齢化に伴う西部地域

の既成市街地での空き家や空き地等の発生、東部地域の

土砂採取や農業離れによる森林や農地の保全がある。こ

れらの対策について、市の具体的な考えを伺う。

⑷ 市が東部の「生活交流拠点」と位置付けるリニモ公園

西駅周辺地区のまちづくりの今後について、市の方針を

伺う。

⑸ 本市の主たる財源は、本市に住む市民から頂く市税で

ある。その土台となるものは市民が住み良い都市基盤の

充実であり、その礎は、約半世紀続く市民自らの手によ

る土地区画整理事業の大きな功績である。市として安定

した市政運営のため、市の財源を維持し、新たに生み出



す考え、未来を見据えた政策、備えはあるか。

２

子どもと市民の命を守る取り組みについて

⑴ 着衣水泳について市の考えを伺う。

⑵ 国は、全国の自治体にクーリングシェルター導入の働

きかけを行っているが、本市の取り組みはどのようか。

⑶ 内閣府は、性犯罪・性暴力の被害に遭った男性や男児、

その保護者らのための相談窓口として「男性のための性

暴力被害ホットライン」と「男の子と保護者のための性

暴力被害ホットライン」を開設しているが、本市の取り

組みはどのようか。

３

みどりや自然環境を守ることについて

⑴ 市内全域の池に広がりつつある「ヒシ」について市の

考えを伺う。

⑵ 街路樹や公共施設の植栽の維持管理及び新たな植樹に

ついて市の考えを伺う。

⑶ 公有地及び民有地の「みどり」を守ることについて市

の考えを伺う。


